
 

『すまい給付金』・・ 少なく計算！ 
注意！！ 課税対象額が『多く』なると・・・ 

『国土交通省：すまい給付金ホームページ』 
かんたんシミュレーション利用時の注意点！ 

（注意！収入はあくまで目安！） 
 ※現実とは乖離がある！ 

（簡単入力） 

（控除が少ないので所得が多いと判定！給付額は“少なく”計算！） 

 

 

説明用パンフの情報 

（子供の年齢変化の対応がない！誤差が大きい可能性あり！） 

 

 

所得税、住民税を算出する為の 
『課税対象額』は 

収入 － 給与所得控除額 － 所得控除額 
で求める。 
＜所得控除額とは？＞ 
基礎控除や扶養控除等以外に下記の項目が含まれる。 
 ・社会保険料控除 

（厚年、健保、介護、雇用）各保険料 
・生命保険料控除 
・医療費控除 
・地震保険料控除 

※国交省：すまい給付金ホームページの『かんたんシミュレーション』は、あくまで参考情報として利用する事をお勧めします。（不明点はお問合せ下さい） 
  

 
 
 

『マイホーム FP』との差違は、上記の理由によるものです。 
『マイホーム FP』は、社会保険料控除等は個別計算しており、年齢変化による税額変化にも対応しています。 

株式会社システムデザイン・アクティ 

現在、社会保険料控除額だけでも
『15％』 前後は必要！ 

〒690-0044  島根県松江市浜乃木 7-9-7 
Tel 0852-31-1670  Fax 0852-31-8399 

この部分を 

（住宅ローン控除計算） 

 

子供の年齢で扶養控除額は変わる！・・税額が変わる！ 
16歳未満        → 扶養控除なし（税金が多い） 
16歳以上～19歳未満→一般扶養控除（税金が少ない） 
19歳以上～23歳未満→特定扶養控除（税金が少ない） 
 

注意！10年間子供の年齢を考慮しないと・・ 

『住宅ﾛｰﾝ控除額』・・誤差が大きい！ 

※控除金額が少ないと 課税対象額は 『多く』 なる！ 

かんたんシミュレーション画面 （すまい給付金計算） 

住宅ローン減税は、払った税金を還付する制度！ 
 
 

「マイホーム FP」との差違について 
http://sumai-kyufu.jp/ 
 

（10 年間、 
子供の年齢が変わらない） 
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